
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各種補助金のお知らせ    R8.3.26 時点のデータですので、詳細未定の部分あり   

  ※必ず「公募要領」をご確認ください！  

 
1．中小企業新事業進出補助金 【国】  
 補助対象者 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等  

 補 助 率 1/2  

 補 助 金 額 750 万円～9000 万円  

 基 本 要 件 ①新事業進出 ②付加価値額 ③賃上げ ④事業内最低賃金水準 

⑤ワークライフバランス ⑥金融機関 ⑦賃上げ特例  

 留 意 点 従業員規模と事業終了時の要件への対応により異なる 

 

2. ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金 【国】  
 対 象 経 費 革新的な新製品・新サービスの開発等に必要な設備・システム投資等  

 補  助  率 1/2 または 2/3  

 補 助 金 額 750 万～3,000 万  

 類  型 製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠  

 公  募 第 23 次：5/8〆 ※第 24 次以降の具体的スケジュール等は未公表  

 留  意  点 申請枠・類型・従業員規模により補助上限額や補助率が異なる 

 

3. 飲食･商業･サービス業新事業展開支援補助金 【県】  
 対 象 経 費 売上回復・収益確保を図る「新たな取組の実施体制の整備」に必要な設備及び関連備品   

の導入費用、施設の改修費用  

 補  助  率 1/2（コロナ融資残高あり 2/3）  

 補 助 金 額 40 万～400 万（上限 200→400 万に引上げ）  

 公  募 4 月中に公募開始予定（1～3 次締切を設定）  

 留  意  点 過去（令和 4 年度～7 年度）に同補助事業を活用した中小企業等についても、改めて    

申請が可能。対象者に建設業が追加。マヒンドラ特別枠（補助率 3/4、上限 600 万）

検討中。 

 

4. ものづくり産業生産プロセス変革等支援助成金 【県】  
 対 象 経 費 生産性向上、受注拡大、新事業構築、サプライチェーン再構築に対応する受注獲得に必

要な設備導入・改修費用、システム開発費 等  

 補  助  率 1/2（小規模事業者 2/3） ※マヒンドラ特別枠（補助率 3/4）あり  

 補 助 金 額 50 万～2,000 万  

 公  募 3 月下旬開始予定 
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5．小規模事業者持続化補助金 【国】  
 対 象 経 費 販路開拓または販路開拓＋業務効率化（生産性向上）に要する費用  

 補  助  率 2/3（一部 3/4）  

 補 助 金 額 50 万～250 万  

※インボイス・賃上げ特例による上乗せあり 共同・協業型は最大 5000 万  

 類  型 通常型、創業型、ビジネスコミュニティ型、共同・協業型  

 公  募 第 19 回：一般型・第 3 回創業型申請受付 3/6～4/30  

 留  意  点 ・一般型は専用システム、創業型は J グランツを使用した電子申請 

         ・事業効果等状況報告（様式 14）、財産処分申請は県連経由で提出 

 

6. 中小企業省力化投資補助金 【国】 
 カタログ型 一般型（新規） 

対象経費 
カタログに掲載された省力

化効果のある汎用製品  

個別現場の設備や事業内容に合わせ

た設備導入・システム構築  

補助金額 最大 1500 万円  最大１億円  

補 助 率 1/2 以下  1/2～2/3  

公 募 随時公募受付  公募回制  

留 意 点 従業員規模や賃上げにより補助上限額や補助率が異なる  

 

7．事業承継新事業活動等支援事業（事業承継補助金） 【県】  
 対 象 経 費 後継者等による経営体制整備、新事業展開等に必要な費用  

 補  助  率 1/2（法認定等 2/3）  

 補 助 金 額 100 万（法認定等 200 万）  

 類  型 後継者支援型、第三者承継･統合型  

 公  募 第１回：4 月上旬開始予定 ※第２回は予算の範囲内で実施 

 

８．エネルギーコスト削減対策緊急支援補助金 【県】  
 対 象 経 費 省エネ・省電力を図るための設備等の更新費用、機器等の導入費用  

 補  助  率 飲食･商業･サービス業：1/2（コロナ融資残高あり 2/3）  

 製造業 1/2（小規模事業者 2/3）  

 補 助 金 額 飲食･商業･サービス業：20 万～300 万  

 製造業：40 万～750 万  

 公  募 R8.2 月～ 

 

9．デジタル化・ＡＩ導入補助金 【国】  
 対 象 経 費 業務効率化やＤＸに必要な IT ツール・機器の導入費用  

 補  助  率 1/2～4/5  

 補 助 金 額 5 万～3,000 万  

 類  型 通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠、複数者連携デジタル化 AI 導入枠  

 公  募 年度内で複数回の締切（予定）  

 留  意  点 申請枠・類型により申請要件や補助条件が異なる 

  

 

 

 

 

 

 



 
 商工貯蓄共済の推進にご協力をお願いします！  
 
 

令和７年度も共済加入推進に、ご理解ご協力いただきありがとうございました。 

令和８年度も職員一丸となって、共済加入推進を行ってまいりますので、 

是非ともご加入をご検討下さい。 

また、福祉共済「けがの補償」は６歳～８０歳までご加入いただけ、 

熱中症も補償の対象です。この機会に従業員の方にも、お得な共済制度として 

ご紹介、ご加入を勧めていただきますよう、よろしくお願いします。 

 

現在ご加入中の保険（共済）等の見直しをしてみたい方は、 

島根県商工会連合会の保険アドバイザーによる無料保険相談も 

随時受け付けておりますので、ぜひ商工会までご連絡ください。 

 

 

斐川町商工会 ７２－０６７４ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ、保険相談

を検討くださ

い。 

 

会員 PR コーナー 



掲載事業者 募集中‼ 
☎72-0674 担当 多々納 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

協会けんぽ島根県支部の健康保険料率が令和 8 年３月

分（４月納付分）から右記の通り料率変更されます。ご加

入の事業所・事業者におかれましては料率変更について

ご対応ください。 

 

※健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は 

労使折半となります。 

※任意継続被保険者の方は、令和８年 4 月分からの変 

更になります。 

※賞与については、支給日が 3 月 1 日分から変更後の 

保険料率が適用されます。 

 

 

 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 

 

 



 

 

 

 

◆募集する施設 

 道の駅キララ多伎 

◆管理期間 

令和９年４月１日から 

令和１４年３月３１日まで（５年間） 

◆主な応募資格 ※詳しくは募集要項を参照 

・団体であること（法人格の有無は問わない）。 

・市の指名停止を受けていないこと。 

・市税の滞納がないこと。 

◆応募期限 

令和８年 7 月３日（金）17:00 

 

◆募集要項等 

 右記の二次元コードから 

市 HP を参照するか、 

観光課におたずねください。 

◆申請後の流れ 

令和８年７月 指定管理者候補者 

選定委員会で審査 

令和８年９月 市議会の議決を経て 

指定管理者を指定 

令和９年４月 施設の管理開始

 

 

 

 

 

 

 

年度末・年度始めは、職場の環境が大きく変わり、ストレスを受けやすい時期です。 
今回は、２月に掲載した、職場で円滑なコミュニケーションを図るためのポイントの続きを紹介します。 

職場で効果的にコミュニケーションをとるためのスキルと のコツ 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  斐川行政センターでは２か月に１回、健康づくりに関する情報をメールでお届けしています。 

メール配信を希望される事業所はお気軽にお問い合わせください。 
 

 

担 当：出雲市役所 斐川行政センター 市民サービス課 保健師 三原 

メール：hw-shimin@city.izumo.shimane.jp ＴＥＬ：（0853）７３—９１１２ FAX：（0853）７３－９１１９ 

⾧所に気づき、伝える 

相手の長所に気づき、それを伝えることは、相手

との信頼が深まり、職場の雰囲気も良くなります。 

普段から相手の長所に気づけるよう意識し、小さ

な気づきでも、「いつも挨拶が気持ちいいね」など

褒めたり、感謝したりすることを実践しましょう。 

 ありのままの自分を伝える 

自分の経験や悩みなど、普段は見せない情報を 

意図的に伝えることで、共感や親近感が生まれ、

信頼を高めます。ただし、頻度や内容によっては

受け取る側の負担になるため、相手の反応を確認 

しながら、行う必要があります。 

事実関係を確認する 

建設的なコミュニケーションをするには、事実 

（実際に起きた事）とストーリー（事実への自分

なりの解釈や感情）を区別することが大切です。 

感情が反映されるストーリーは、事実関係を確認

した上で伝えると、認識のズレを減らせます。 

タイミングに気を配る 

円滑なコミュニケーションには、話しかける 

タイミングも大切です。 

相手の予定や行動を把握し、集中の妨げになる 

時間（忙しい時間帯や会議前）を避けるなどの 

配慮をしましょう。 

８  ９ 
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【指定管理者制度とは】 

市の施設の管理運営を民間事業者やＮＰＯ法人などに任せるもので、 

施設運営に民間の活力や知恵、ノウハウを導入し、利用者の利便性の 

向上と管理経費の縮減を図ることを目的としています。 

 次の施設について、施設の管理運営を行う指定管理者を募集します。 

市の施設の指定管理者を募集します 

おたずね／【募集に関すること】観光課        TEL 21-6995 

【制度に関すること】行政改革課 施設経営室 TEL 21-6265 



 異動のご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入のお申し込みは、斐川町商工会（☎0853-72-0674）までお願いします！ 
 

定期異動により銀の道商工会へ異動することとなりました。 

 短い期間でありましたが、斐川町商工会の役職員並びに会員の皆様には大変お世話になり誠にありがとうご

ざいました。 

 会員の皆様のご健勝と事業の発展をお祈り申し上げます。 

このたび斐川町商工会より県連へ異動することとなりました。４年間という短い期間ではありましたが、在

任中は会員の皆さまには温かく接していただきましたこと心より感謝しております。いまだ未熟な身ではござ

いますが、在任中に少しでも会員の皆様に支援という形でお返しできていれば幸いです。 

今後とも会員の皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。 


